
茨城 子太郎

(5)未成年の子の氏名
未成年（１８歳未満）の子全員について、親権を行う方の欄に氏名を
記入してください。
親権者の指定を求める家事審判又は家事調停の申立てがされている子
の欄は、家庭裁判所に申立てをしている子を記入してください。

協議離婚の場合には内容を確認し、それぞれチェックをしてください。

筑波 峰子

記載例 左側

茨城 太郎

イバラキ タロウ

筑波 太郎

茨城県つくば市筑波1番地1 茨城県つくば市研究学園一丁目

✔

✔

茨城県つくば市

〇 〇 〇

茨城 花子

イバラキ ハナコ

１番地１ ○○マンション301号

茨城県つくば市筑波1 1

茨城 吾郎

茨城 茨子 長 二
筑波 一郎

筑波 梅子

茨城 子二郎

茨城 光子

✔ ✔

(フリガナ)✔

筑波 花子

ツクバ ハナコ

[ 連 絡 先 ] 電 話

夫

妻

090 – 1234 - 5678

080 – 9012 – 3456

茨城県つくば市研究学園一丁目1 1

昭和55 5 5 昭和60 6 10

※消えるボールペンで記入しないでください。

1.お持ちいただくもの
〇離婚届
〇添付書類(裁判離婚の場合)
〇本人確認書類
（マイナンバーカード、運転免許証、
パスポート等）

※外国籍の方の場合、必要書類が
異なることがございますので
お問い合わせください。

2.添付書類
〇裁判離婚の場合

(1)調停離婚の場合
→調停調書の謄本

(2)審判離婚の場合
→審判書の謄本と確定証明書

(3)和解離婚の場合
→和解調書の謄本

(4)認諾離婚の場合
→認諾調書の謄本

(5)判決離婚の場合
→判決書の謄本と確定証明書

3.住所を変更する方は、別途、住民
異動届（転入届・転居届・世帯主
変更届など）を提出してください。
他市町村から転入する方は、
転出証明書をお持ちください。
ただし、時間外に離婚届を
提出する場合などは同時に
住所異動届は提出できません。

つくば市役所 市民部市民窓口課
㈹ 029-883-1111（平日のみ）

お問合せ先

(1)住所
現在の住民登録している住所を記入してください。

(2)本籍
婚姻中の本籍を記入してください。

(2)父母及び養父母の氏名、父母との続柄
夫と妻それぞれの実父母の氏名を書きますが、
実父母が婚姻中のときは、母の氏は書かずに名だけを記入してください。

養子縁組をしている場合は、
養親の氏名は「その他」欄に記入してください。
【例】夫（妻）の養父 ○○○○、養母 ○○○○、続柄 養子（養女）

(3)離婚の種類
裁判所で手続きを行っていない場合は、
離婚の種別は全て協議離婚です。
協議離婚は、成人の証人２名の記入が必要です。

(4)婚姻前の氏にもどる者の本籍
婚姻のときに氏が変わった人は、次の中から選んで記入してください。
(1)婚姻前の氏を名のり、婚姻前の戸籍にもどる。
(2)婚姻前の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る。
(3)婚姻中の氏を名のり、自分で新しい戸籍を作る。
※(3)の場合は、ここには何も記入せず、「離婚の際に称していた氏を
称する届」を離婚届と同時に提出してください。
書き方は別紙をご覧ください。

[連絡先]
平日の昼間連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

※裏面に続きの右側あります。



✔

✔

✔

協議離婚の場合、

３項目について

それぞれ当てはまる方に

チェックしてください。

協議離婚の届出人は夫と妻の２人です。必ず本人が署名してください。

平成20 2 令和８ 3

茨城県つくば市筑波1番地 1

✔

茨城 太郎 茨城 花子

茨城 吾郎 筑波 梅子
昭和25 2 5 昭和30 3 3

茨城県つくば市○○

××番地××

茨城県水戸市○○ 〇丁目

×× ××

茨城県つくば市□□ □丁目

○○番地

茨城県つくば市△△

××

※消えるボールペンで記入しないでください。記載例 右側

(9)別居する前の世帯のおもな仕事と夫妻の職業
同居中の世帯の仕事を選んで、該当する箇所にチェックしてください。

(10)夫婦の職業
国勢調査の行われる年のみ記入してください。

届出人署名欄
協議離婚の場合は、婚姻中の氏で各自署名してください。
裁判離婚の場合には、申立人または訴提起者が署名してください。
押印は任意です。

証人は協議離婚のときだけ必要です。
届出人（離婚する夫・妻）以外で、届出人に離婚の意思があることを
知っている成年者（18歳以上）の署名が必要です。押印は任意です。


